
令和 4年 4月吉日 

 

 

建設工事の低入札調査基準価格（及び最低制限価格）計算式の変更について 

 

 

大仙市契約検査課 

 

 

ダンピング受注の防止を図る観点から「公共工事の入札及び契約の適正化を図るため

の措置に関する指針」で、低入札価格調査の基準価格を適宜見直すこととされています。 

 今般、秋田県において、建設工事における調査基準価格計算式の一般管理費等の算入

率を引き上げる見直しを行ったことに伴い、「大仙市建設工事低入札価格調査取扱要綱」

等を改正します。 

 

【改正概要】 

建設工事の低入札調査基準価格（及び最低制限価格）計算式の一般管理費等の算入

率を引き上げる。 

 

(改正前) 

調査基準価格＝直接工事費×0.97＋共通仮設費×0.9 

＋現場管理費×0.85＋一般管理費×0.65 

 

(改正後) 

調査基準価格＝直接工事費×0.97＋共通仮設費×0.9 

＋現場管理費×0.9＋一般管理費×0.7 

 

【施工時期】 

令和 4 年 4 月 1 日から施行し、同日以降に入札公告を行う建設工事から適用する。 


